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  規　　　　　則  

　山形県農産物残留農薬分析受託規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成15年５月19日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

山形県規則第54号

　　　山形県農産物残留農薬分析受託規則の一部を改正する規則

　山形県農産物残留農薬分析受託規則（平成15年４月県規則第39号）の一部を次のように改正する。

　第３条第１項中「知事に」を削り、「２キログラム」を「１キログラム以上かつ４個以上」に、「農業試験場に駐

在する総務部危機管理室食品安全対策課職員」を「知事」に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

(毎週火・金曜日発行)
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